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エコツーリズム推進法第11条に基づくエコツーリズム推進協議会の活動状況報告令和７年の活動状況

東近江市には、鈴鹿山脈から琵琶湖まで森里川湖がつながり、それぞれのエリアには自然と調和のとれた暮らし
が今も残っています。
東近江市ではこれらの貴重な原風景を次世代に継承すべくエコツーリズムを推進しています。

メール morimizu@city.higashiomi.lg.jp

東近江市環境部森と水政策課

庭田 恭平

所属

担当者

電話番号 0748-24-5524

WEBサイト ※QRコードも可

【市HP】

SNS（Facebook、Twitter、Instagramなど） ※QRコードも可

【当協議会インスタ】

氏名

協議会名称

東近江市エコツーリズム推進協議会

東近江市のエコツーリズムに係る基本理念

東近江市の森里川湖の原風景を未来につなぐエコツーリズム

mailto:morimizu@city.higashiomi.lg.jp
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エコツーリズム推進法第11条に基づくエコツーリズム推進協議会の活動状況報告令和７年の活動状況

祭りやアウトドア展示会にて、展示ブース
を設置し、当協議会のエコツーリズムの推
進に係る理念や取組の周知・情報発信

「認定エコツーリズムガイド」向けのフォ
ローアップ研修やのぼりの作成による各団

体のエコツアーへの支援
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各団体が実施するエコツアーにより、当市の原風景やそれらを形成する地
域資源にスポットが当たり、地域資源の保全や地域活性化へとつながって
います。また、各団体が企画したエコツアーを情報誌「ヒガエコ」に取り

まとめ、情報発信を行っています。
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